
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日
受
領

答

弁

第

二

八

号

内
閣
衆
質
一
七
九
第
二
八
号

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
国
家
戦
略
会
議
の
発
足
に
伴
う
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
国
家
戦
略
会
議
の
発
足
に
伴
う
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

経
済
財
政
諮
問
会
議
は
、
経
済
全
般
の
運
営
の
基
本
方
針
、
財
政
運
営
の
基
本
、
予
算
編
成
の
基
本
方
針
そ
の
他
の
経
済

財
政
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
等
を
所
掌
事
務
と
し
、
ま
た
、
議
長
及
び
議
員
十
人
以
内
を

も
っ
て
組
織
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
家
戦
略
会
議
は
、
税
財
政
の
骨
格
や
経
済
運
営
の
基
本
方
針
等
の
国

家
の
内
外
に
わ
た
る
重
要
な
政
策
を
統
括
す
る
司
令
塔
並
び
に
政
策
推
進
の
原
動
力
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
下
、
産
官
学
の
英
知
を
結
集
し
、
重
要
基
本
方
針
の
取
り
ま
と
め
等
を
行
う
と
と
も
に
、
国
の
未
来
へ
の
新
た
な

展
望
を
提
示
す
る
た
め
、
新
時
代
の
中
長
期
的
な
国
家
ビ
ジ
ョ
ン
の
構
想
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
産
官
学
の
英
知
を

結
集
す
る
観
点
か
ら
、
会
議
の
構
成
員
数
に
は
特
段
の
定
め
は
置
い
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
両
会
議
に
は
異
な
る
点
が

あ
り
、
国
家
戦
略
会
議
は
、
新
し
い
会
議
体
と
し
て
発
足
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
及
び
五
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

経
済
財
政
諮
問
会
議
は
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内

一



閣
の
重
要
政
策
に
関
し
て
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
資
す

る
た
め
に
置
か
れ
る
機
関
で
あ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
経
済
全
般
の
運
営
の
基
本
方
針
、
財
政
運
営
の
基
本
、

予
算
編
成
の
基
本
方
針
そ
の
他
の
経
済
財
政
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
等
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る

が
、
内
閣
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
、
同
会
議
に
諮
問
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
も
の
で
は
な
い
。
野
田
内
閣
に
お
い
て
は
、
経
済
財
政
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
等
に
つ
い
て
の
企
画
立
案
等
の
在
り

方
を
見
直
す
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
同
会
議
へ
の
諮
問
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
同
会
議
は
開
催
し
て
い

な
い
。

な
お
、
経
済
財
政
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
等
に
つ
い
て
の
企
画
立
案
等
の
在
り
方
の
見
直
し
に
伴
う
法
制
上
の
措
置
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
し
て
い
く
。

四
に
つ
い
て

法
律
に
よ
る
行
政
を
確
保
し
つ
つ
行
政
運
営
を
行
う
べ
き
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
。

二


